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5,000円以下の飲食費とインボイス 

Ａ-1．1人当たり5,000円以下
の飲食費

　接待交際費のうち、次の算式で計算した1
人当たりの金額が 5,000円以下である飲食費
（社内飲食費を除く。以下同じ）は、一定の書類
を保存することを条件に、税務上、交際費等の
範囲から除かれ、損金となります。

【算式】【算式】

　この場合の “5,000円”とは、税抜経理方式
を適用している場合は消費税等の額を含めず、
税込経理方式を適用している場合はこれを含
めて判断します。

Ａ-2. インボイス制度
　インボイス制度が始まり、一般課税により納
付すべき消費税額を計算する際、仕入税額控除

を適用するには、原則として、インボイスの保存
が必要となりました。

　インボイス発行事業者でなければインボイス
は交付できません。そのため免税事業者などイ
ンボイス発行事業者以外からの課税仕入れは、
仕入税額控除できません。ただし経過措置とし
て一定の要件の下、 2023年10月1日から3年
間は80％を、その後の3年間は50％を仕入税
額控除できます。

Ａ-3. インボイス制度下での
5,000円

　税抜経理方式を適用している場合、支払先
がインボイス発行事業者か否かで基準となる
“5,000円”が次のとおり異なります。

【税抜相当額の基準額】　【税抜相当額の基準額】　　

　　

　これは、仕入税額控除できない部分（経過措
置として最初の3年間20％、次の3年間50％、
経過措置後100％）はコストとなるためです。

　なお、この“5,000円”について、厚生労働省
が提出した令和6年度税制改正要望事項に、
物価の動向等を踏まえた金額の引上げがあり
ます。こちらの動向も注視しましょう。

接待交際費でも1人当たり5,000円以下の飲食費は、税務上の交際費等から除外します。イン
ボイス制度開始後、この “5,000円”はどう考えるのでしょうか。 Q&A形式で確認します。 

Ｑ．
　弊社は税抜経理方式を適用しており、交
際費等に該当しない「 1人当たり5,000円
以下の飲食費」に関しては、消費税等の額を
含めず（税抜）5,000円以下かどうかで、判断
を行っています。インボイス制度がスタートし
ましたが、この税抜5,000円の判断について
留意すべきことはありますか？

　弊社は消費税の課税事業者で、一般課税
により納付すべき消費税額を計算していま
す。

飲食等として支出する金額
飲食等に参加した者の数

＝ 1人当たりの金額

発生日 インボイス
発行事業者 左記以外

2023.10.1～2026.9.30
5,000円
（5,500円）

4,902円
（5,393円）

2026.10.1～2029.9.30 4,762円
（5,239円）

2029.10.1～ 4,545円
（5,000円）

※円未満端数切捨てで計算した場合

※（　）内は税込相当額
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不要な償却資産は
年末までに処分しましょう 

償却資産とは
　固定資産税の課税対象となる償却資産と
は、事業者が所有している土地や家屋以外の
事業の用に供する有形の固定資産（構築物、
機械装置、工具器具備品など）で、減価償却費
等として費用化されるものを指します。

　また、テナントとして賃借している建物に施し
た内装なども、課税の対象となります。

　他方、自動車税（種別割）や軽自動車税（種
別割）の対象となる車両運搬具は、課税の対象
外です。

　なお、次のような償却資産でも、1月1日現在、
事業上使用することができる状態であれば、課
税の対象となります。不要な資産はなるべく年
内に処分するとよいでしょう。

国税との違い
　償却資産に係る固定資産税は、主に次の点
について国税と取扱いが異なります。総勘定元
帳上では残高がなかったとしても償却資産の対
象となる場合があるため、対象となる資産は必
ず固定資産台帳等に登録し、所有状況等は固
定資産台帳等と突合しながら確認しましょう。

【国税との取扱いの相違点】【国税との取扱いの相違点】

申告と納税
　毎年1月末日までに、1月1日現在所有する償
却資産の所在地の市町村へ申告します。その後
4～5月に届く納税通知書と納付書に基づき、
納期限までに納付手続を行います。ただし、償
却資産の課税標準額の合計が150万円未満
の場合は課税されないため、納税通知書等は
届きません。

固定資産税の軽減措置
　市町村の認定を受けた先端設備等導入計画
に基づく新規取得設備に係る固定資産税の特
例（固定資産税の軽減措置）は、 2023年4月
1日以後の認定申請分から適用要件や軽減措
置の内容等が改正されています。

　なお、改正前後に関わらず、固定資産税の軽
減措置の適用を受けるには、償却資産の申告
時に一定の書類の添付が必要となります。

事業者が所有している償却資産は、毎年1月1日現在の状況に応じて固定資産税が課されます。
不要な償却資産は年末までに処分を行い、軽減措置の適用では添付書類にご注意ください。 

●　簿外資産
●　減価償却を終えた資産
●　遊休資産
●　未稼働資産

固定資産税
（償却資産）

国税 （法人税 
・所得税）

圧縮記帳 認めない 認める
特別償却・割増償却
（租税特別措置法） 認めない 認める

中小企業者等の少額減
価償却資産の取得価額
の損金算入の特例 （取
得価額30万円未満の

特例）

課税対象 損金又は
必要経費

評価額の最低限度 取得価額×5％ 1円
（備忘価額）
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